
○利根町土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の規制に関する条例 

令和６年３月１８日 

条例第１０号 

利根町土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の規制に関する条例（平成８年利根町条例

第１６号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は，土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積行為について必要な規制を行

うことにより，町民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１） 土砂等 土地の埋立て，盛土及びたい積の用に供するものであって，廃棄物の処理及

び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物の範囲に

属さないすべてのものをいう。 

（２） 事業 土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積行為をいう。 

（３） 事業区域 事業を施行する土地の区域をいう。 

（４） 事業主 事業を施行する土地の所有者，管理者又は占有者のいずれかの者で，当該土

地の管理を主体的に行っていると認められる者をいう。 

（５） 事業施行者 事業を施行する者をいう。 

（６） 改良土 土（泥土を含む。）にセメント又は石灰等を混合し，化学的安定処理を行い

土質改良したものをいう。 

（適用範囲） 

第３条 この条例は，次の各号のいずれかに該当する事業を除き，町内３，０００平方メートル

未満の土地における事業について適用する。 

（１） 国，地方公共団体又はその他の公共団体が行う事業 

（２） 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則（平成１６年茨城県

規則第４１号。以下「県規則」という。）第３条第１項第１号から第８号までに規定する公

共的団体が行う事業又は県規則第５条に規定する事業 

（３） 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る事業で，規則で定める事業 

（４） 国又は地方公共団体がその資本金，基本金その他これらに準ずるものを出資している

法人であって，土壌汚染に関し，国又は地方公共団体と同等以上の能力を有する者として町

長が認める者が行う事業 



（５） 自らの居住又は使用の用に供する建築物の建設を行おうとする者が，改良土を除いた

土砂等により，建築確認を受けて行う事業であって，事業区域の面積が１，０００平方メー

トル未満のもの。ただし，１，０００平方メートル未満の土地における事業であっても，当

該事業区域の隣接する土地において，当該事業を行う日前１年以内に事業が行われ，又は現

に行われている場合は，当該事業区域の面積と合算した面積が１，０００平方メートル以上

となるものは除く。 

（町の責務） 

第４条 町は，茨城県，その他関係機関と連携して，町の区域内における事業の状況を把握する

とともに，町民の安全と良好な生活環境の確保を図るため，必要な措置を講じなければならな

い。 

（事業主等の責務） 

第５条 事業主及び事業施行者（以下「事業主等」という。）は，事業を施行するに当たって

は，町民の安全と良好な生活環境を確保するため，必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業主等は，規則で定める事業区域の周辺関係者に対し，当該事業の内容について事前に説

明しなければならない。この場合において，事業主等は，当該事業について当該周辺関係者の

理解を得られるよう努めなければならない。 

３ 事業主等は，事業の施行に係る苦情及び紛争が生じた場合は，誠意をもってその解決に当た

らなければならない。 

４ 事業に用いられる土砂等を運搬する者は，土壌汚染が発生するおそれがある土砂等を運搬す

ることがないよう努めなければならない。 

（事前協議） 

第６条 事業を施行しようとする事業主等は，次条の許可を受ける前に，規則の定めるところに

より，あらかじめ当該事業の計画について町長と協議しなければならない。 

２ 町長は，前項の協議を行ったときは，事業を施行しようとする事業主等に対し，必要な助言

及び指導を行うことができる。 

（事業の許可） 

第７条 事業主等は，事業を施行しようとするときは，あらかじめ町長の許可を受けなければな

らない。 

２ 前項の許可を受けようとする事業主等は，次に掲げる事項を記載した事業許可申請書に規則

で定める資料を添付して，町長に提出しなければならない。 

（１） 事業主等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

（２） 事業区域に係る土地の状況 



（３） 事業計画 

３ 町長は，第１項の許可をするに当たり，町民の安全と良好な生活環境を確保するため，搬入

しようとする土砂等の土質分析結果の提出その他必要な条件を付することができる。 

（事業の許可基準等） 

第８条 町長は，前条第１項又は第１１条第１項の規定による許可の申請が，次の各号に掲げる

基準に適合していると認めた場合でなければ許可することができない。 

（１） 事業区域及びその周辺地域における町民の安全と良好な生活環境を確保するため，粉

じん，騒音，振動等による環境の悪化の防止について必要な措置が講じられていること。 

（２） 事業区域及びその周辺地域に，いっ水又は土砂等の流出等による被害が生じないよう

必要な措置が講じられていること。 

（３） 事業に伴う事故を防止するために必要な措置が講じられていること。 

（４） 事業に用いる土砂等の有害物質による汚染の状態が，土壌の汚染に係る環境基準につ

いて（平成３年環境庁告示第４６号）で定める基準に適合するものであること。 

（５） 事業主等が次のいずれにも該当しないこと。 

ア 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として規則で定めるもの 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ 禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受けることがなくなった日か

ら５年を経過しない者 

エ 次のいずれかの事由により，罰金の刑に処され，その執行を終わり，又はその執行を受

けることがなくなった日から５年を経過しないもの 

（ア） この条例その他生活環境の保全を目的とする法令又は条例の規定に違反したこ

と。 

（イ） （ア）に掲げる法令又は条例の規定に基づく処分に違反したこと。 

（ウ） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）の規

定（第３２条の３第７項及び第３２条の１１第１項の規定を除く）に違反したこと。 

（エ） 刑法（明治４０年法律第４５号）第２０４条，第２０６条，第２０８条，第２０

８条の２第１項，第２２２条又は第２４７条の罪を犯したこと。 

（オ） 暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５年法律第６０号）の罪を犯したこと。 

オ 第１５条第１項の規定により許可を取り消され，その取消しの日から５年を経過しない

者（当該許可を取り消されたものが法人である場合においては，当該取消しの処分に係る

利根町行政手続条例（平成９年利根町条例第２号）第１５条の規定による通知があった日

前６０日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から５年を経過しない者を含



む。） 

カ 第１２条又は第１４条の規定により命令を受け，その命令に係る措置が完了していない

者（当該許可を取り消されたものが法人である場合においては，当該命令の日に当該法人

の役員であった者を含む。） 

キ 事業の施行に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理

由がある者 

ク 利根町暴力団排除条例（平成２４年利根町条例第１６号。以下「暴排条例」という。）

第２条第３号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）に該当する者 

ケ 暴排条例第２条に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する

者 

コ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（その法定代

理人が法人であるときは，その役員を含む。）がアからケまでのいずれかに該当するもの 

サ 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにアからケまでのいずれかに該当する者

のあるもの 

シ 個人で規則で定める使用人のうちにアからケまでのいずれかに該当する者のあるもの 

ス 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

２ 前項第１号から第３号までに規定する措置に係る基準は，規則で定める。 

（名義貸しの禁止） 

第９条 第７条第１項又は第１１条第１項の規定により許可を受けた事業主等は，自己の名義を

もって他人に事業を行わせてはならない。 

（事業の開始） 

第１０条 事業主等は，第７条第１項の規定による許可を受けた事業を開始しようとするとき

は，事業開始７日前までに町長に届け出なければならない。 

（事業内容等の変更） 

第１１条 第７条第１項の許可を受けた事業主等は，同条第２項各号に規定する事項を変更しよ

うとするときは，規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可については，第７条第３項の規定を準用する。 

（監督処分） 

第１２条 町長は，次の各号のいずれかに該当する事業主等に対して，当該事業の停止を命じ，

又は期限を定めて原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。 

（１） 第７条第１項又は前条第１項の規定による許可を受けず事業を施行している者 

（２） 第７条第３項又は前条第２項の規定による許可に付した条件に違反している者 



（改善勧告） 

第１３条 町長は，事業主等が許可を受けた事項又は第８条第１項各号に定める許可の基準に違

反して事業を施行しているときは，改善するよう勧告することができる。 

（改善命令） 

第１４条 町長は，事業主等が前条の規定による勧告に従わないときは，当該事業の停止を命

じ，又は期限を定めて原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。 

（許可の取消し等） 

第１５条 町長は，事業主等が次の各号のいずれかに該当するときは，許可を取り消すことがで

きる。 

（１） 虚偽その他不正な手段により，第７条第１項又は第１１条第１項の規定による許可を

受けたとき。 

（２） 第７条第３項又は第１１条第２項の規定による許可条件に違反したとき。 

（３） 第８条第１項各号に定める許可の基準に違反したとき。 

（４） 第９条の規定に違反したとき。 

２ 町長は，許可を受けた事業主等が，正当な理由がなく，第７条第１項又は第１１条第１項の

規定による許可を受けた日から起算して６月以内に当該許可に係る土地の埋立て等に着手せ

ず，又は引き続き６月以上当該許可に係る土地の埋立て等を休止したときは，当該許可を取り

消すことができる。 

３ 町長は，前２項の規定により許可の取消しをしたときは，当該事業主等に対し，期限を定め

原状回復その他必要な措置を命ずるものとする。 

（事業の完了） 

第１６条 事業主等は，当該事業が完了したときは，完了した日から１４日以内に町長に届出

し，確認を受けなければならない。 

（地位の承継） 

第１７条 第７条第１項の許可を受けた事業主等が，当該許可に係る事業の全部を譲り渡し，又

は同項の許可を受けた事業主等に相続又は合併若しくは分割（当該許可に係る事業を行う権限

を承継される者に限る。）があったときは，その事業の全部を譲り受けた者又は相続人，合併

後存続する法人，合併により設立した法人若しくは分割により当該事業を行う権限を承継した

法人は，当該許可を受けた事業主等の地位を承継する。 

２ 前項の規定により事業主等の地位を承継した者は，承継の日から７日以内に，規則で定める

ところにより，町長に届け出なければならない。 

（報告） 



第１８条 町長は，事業主等に対し，その事業の進行状況その他必要な事項を報告させることが

できる。 

（立入検査） 

第１９条 町長は，この条例の施行に必要な限度において当該職員を事業区域に立ち入らせ，施

設その他物件を検査させ，又は関係人に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係人にこれを

提示しなければならない。 

３ 第１項に規定する立入検査又は質問の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（標識の設置） 

第２０条 事業主等は，事業の施行期間中，事業区域の周辺に規則で定める標識を設置しなけれ

ばならない。 

（違反事実の公表） 

第２１条 町長は，事業主等が第１２条又は第１４条の規定による命令に違反したときは，その

事実を公表することができる。 

（罰則） 

第２２条 次の各号のいずれかに該当する者は，２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処

する。 

（１） 第７条第１項又は第１１条第１項の規定による許可を受けなかった者 

（２） 第１２条又は第１５条の規定による命令に違反した者 

（３） 第１４条の規定による命令に違反した者 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は，５０万円以下の罰金に処する。 

（１） 第１０条又は第１６条の規定による届出をせず，又は虚偽の届出をした者 

（２） 第１８条の規定による報告をせず，又は虚偽の報告をした者 

（３） 第１９条第１項の規定による検査を拒み，妨げ，又は忌避し又は質問に対して答弁せ

ず，若しくは虚偽の答弁をした者 

（４） 第２０条の規定による標識を設置しない者 

（両罰規定） 

第２３条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人又は

人の業務に関し，前条の違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，その法人又は人に対し

ても，同条の罰金刑を科する。 

（委任） 



第２４条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例施行の際，現に改正前の利根町土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の規制

に関する条例の規定による許可を受けた当該事業又は事前説明会が完了している当該事業を行

っている事業主等は，この条例の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則（令和７年条例第１０号） 

（施行期日） 

１ この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際，現にこの条例による改正前の利根町土砂等による土地の埋立て，盛土

及びたい積の規制に関する条例（以下「改正前の条例」という。）第７条第１項の規定による

許可を受けている者であって，現に当該許可に係る土地の埋立て等に着手している者について

は，なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際，現に改正前の条例第７条第１項の規定による許可を受けている者であ

って，当該許可に係る土地の埋立て等に着手していない者は，改正後の利根町土砂等による土

地の埋立て，盛土及びたい積の規制に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第７条第

１項の規定による許可を受けたものとみなす。 

４ この条例の施行前にされた改正前の条例第７条第１項の規定による許可の申請であって，こ

の条例の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものは，改正後の条例第７条第１項

の規定による許可の申請とみなす。 

５ この条例の施行前にした行為及び附則第２項の規定によりなお従前の例によることとされる

場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例によ

る。 

 


